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今のうちに確認しておきたい
コロナ禍対応税制の
チェックポイント

KPMG税理士法人
税理士

河崎　元孝
KPMG税理士法人

和久井　敏男

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●法人税については、青色欠損金の繰戻し還付の適用対象者について資本金の
額等が10億円以下の一定の法人に拡大された。また、テレワーク等の設備
投資が優遇税制の対象となった。

●消費税については、新型コロナの影響により売上が減少した場合、一定要件
のもとにその事業年度から課税事業者を選択（または選択をやめる）できるよ
うになったこと、納税義務の免除が制限されている者も、一定要件のもとに
免税事業者になれるようになったことを確認しておきたい。

●また、新型コロナの影響によって売上が減少しており、納税を行うことが困難
である場合には、一定要件のもとに1年間の納税の猶予を受けることができる
ようになった。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

拡
大
に
伴
い
売
上
の
減
少
等
の
影
響
を
受

け
て
い
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら

の
持
続
化
給
付
金
や
、
地
方
自
治
体
か
ら

の
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
等
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
。
税
制
に
お
い
て
も
、
新

た
に
成
立
し
た「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
、「
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
」と
い

う
）お
よ
び
同
政
省
令
に
基
づ
い
て
、
い

く
つ
か
の
特
例
措
置
が
な
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
税
制
上
の
措
置
の

う
ち
主
に
企
業
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て

お
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
説

明
す
る
。

法
人
税
に
関
す
る
チ
ェッ
ク

項
目

青
色
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
の
適
用
対

象
者
の
拡
大
お
よ
び
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た

め
の
設
備
投
資
を
特
別
償
却
ま
た
は
税
額

控
除
の
対
象
と
す
る
措
置
が
な
さ
れ
た
。

⑴　
青
色
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る

還
付
制
度
の
特
例

【
ポ
イ
ン
ト
】

・
資
本
金
の
額
等
が
1
億
円
超
10
億
円
以

下
の
法
人
も
繰
戻
し
還
付
の
適
用
が
可

能
と
さ
れ
た
。

・た
だ
し
、資
本
金
の
額
等
が
10
億
円
超
で

あ
る
法
人
の
完
全
子
会
社
等
一
定
の
法

人
に
は
、本
特
例
の
適
用
は
な
い
た
め
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

参
照
条
文：
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
７
、同
施

行
令
５
、新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
附
則
４

●
ポ
イ
ン
ト
解
説

青
色
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
制
度
は
、

中
小
企
業
者
等
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て

生
じ
た
欠
損
金
額（
解
散
等
の
事
実
が
生

じ
た
場
合
の
欠
損
金
額
等
を
含
む
）を
除

き
、
２
０
２
２
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に

終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た

欠
損
金
額
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
が
停
止

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
金
の
額

等
が
1
億
円
超
の
法
人
等
に
つ
い
て
は
そ

の
適
用
が
な
か
っ
た（
図
表
1
）。

本
特
例
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
２
月
１

日
か
ら
２
０
２
２
年
１
月
31
日
ま
で
の
間

に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ

た
欠
損
金
額
に
係
る
繰
戻
し
還
付
を
適
用

で
き
な
い
法
人
は
、
各
事
業
年
度
終
了
の

時
に
お
い
て
図
表
2
に
掲
げ
る
法
人
と
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
金
の
額
等
が

１
億
円
超
で
あ
っ
て
も
10
億
円
以
下
で
あ

る
法
人
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
の
額
等
が

10
億
円
超
の
法
人
の
１
０
０
％
子
会
社
に

実  務実  務
解説
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実務解説

該
当
す
る
等
一
定
の
場
合
を
除
き
、
繰
戻

し
還
付
の
適
用
が
可
能
に
な
っ
た
。

な
お
、
繰
戻
し
還
付
に
係
る
還
付
請
求
書

の
提
出
期
限
は
、
原
則
と
し
て
、
繰
戻
し
還

付
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の

確
定
申
告
書
の
提
出
時
で
あ
る
が
、
当
該
申

告
書
を
２
０
２
０
年
７
月
１
日
前
に
提
出
し

た
法
人(

図
表
１
の
①
〜
③
を
除
く)

に
つ

い
て
は
、
経
過
措
置
に
よ
り
２
０
２
０
年

７
月
31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
中
小

企
業
の
設
備
投
資
税
制　

【
ポ
イ
ン
ト
】

・
中
小
企
業
者
等
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
等

の
た
め
の
設
備
投
資
が
特
別
償
却
ま
た

は
税
額
控
除
の
対
象
と
な
っ
た
。

・
そ
の
設
備
が
一
定
の
設
備
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
、所
轄
の
経
済
産
業
局
の
確

認
を
受
け
、そ
の
設
備
を
経
営
力
向
上
計

画
に
記
載
し
た
う
え
で
、主
務
大
臣
の
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

参
照
条
文：
措
法
42
の
12
の
４
、措
令
27
の

12
の
４
、措
規
20
の
９

●
ポ
イ
ン
ト
解
説

本
税
制
は
、
中
小
企
業
者
等
が
新
品

の
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等（
機
械
装

置
は
１
台
ま
た
は
１
基
の
取
得
価
額
が

１
６
０
万
円
以
上
、
工
具
・
器
具
備
品
は

30
万
円
以
上
、
建
物
附
属
設
備
は
一
の
取

得
価
額
が
60
万
円
以
上
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

に
つ
い
て
は
70
万
円
以
上
の
も
の
が
対

象
）を
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
経
営

力
向
上
計
画
に
基
づ
い
て
取
得
等
を
し
、

国
内
の
指
定
事
業
の
用
に
供
し
た
際
に
即

時
償
却
ま
た
は
税
額
控
除
を
認
め
る
も
の

で
あ
る（
図
表
3
、
図
表
4
）。

今
回
の
措
置
で
は
、
対
象
設
備
等
の
範

囲
に
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
設
備
が
加
え

ら
れ
た
。テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
た
め
の
設
備（
Ｃ

類
型
と
い
う)

と
は
、
事
業
プ
ロ
セ
ス
の
遠

隔
操
作
、
可
視
化
、
自
動
制
御
化
の
い
ず

れ
か
を
可
能
に
す
る
設
備
と
し
て
、
経
済

産
業
局
の
確
認
を
受
け
た
投
資
計
画
に
記

載
さ
れ
た
機
械
装
置
、
工
具
、
器
具
備
品
、

建
物
附
属
設
備
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

（図表1）　中小企業者等
①　普通法人(＊1)のうち、事業年度終了時の資本金の額等が1億円以下
であるものまたは資本等を有しないもので、その事業年度終了の時に
おいて次に掲げる法人に該当するものを除く

・相互会社、外国相互会社
・大法人(＊2)による完全支配関係があるもの
・完全支配関係がある複数の大法人(＊2)に発行済株式等の全部を保有

されているもの
②　公益法人等または協同組合等
③　公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)
④　人格のない社団等

(＊1) 　投資法人および特定目的会社を除く
(＊2) 　資本金の額・出資金の額が５億円以上の法人、相互会社・外国相互会社または受託法人

（図表2）　適用除外法人
①　大規模法人（＊)

②　大規模法人（＊)との間にその大規模法人による完全支配
関係がある普通法人
③　完全支配関係がある複数の大規模法人(*)に発行済株
式等の全部を保有されている法人
④　投資法人
⑤　特定目的会社

(＊)　資本金の額等が10億円超の法人および相互会社・外国相互会社

（図表3）　本税制の概要

適用法人
青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業
等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け
たものに限る)

適用要件

2017年4月1日から2021年3月31日までの期間
(指定期間)内に、新品の特定経営力向上設備
等の取得等をして、これを国内の指定事業の用
に供すること

税制措置
(いずれか
を選択適

用)

特別償却 対象資産の取得価額から普通
償却限度額を控除した金額 (即
時償却)

税 額 控 除(上
限：法人税額
の20％ (＊))

特定中小企業
者 等(資 本 金
3,000万 円 以
下)

取 得 価 額 ×
10％

中小企業者等 取得価額 ×7％
（＊）　中小企業投資促進税制、商業・サービス業活性化税制および本税制の控除

税額の合計で、当期の法人税額の20％が上限

（図表4）　中小企業者等および指定事業の意義

中小企
業者等

青色申告法人である中小企業者または農業協同
組合等で、適用除外事業者(その事業年度開始
の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額
の年平均額が15億円を超える法人等)を除く

【中小企業者】
ⅰ　期末資本金の額等が1億円以下の法人、た
だし、以下の法人を除く

・発行済株式等(自己株式等を除く)の1/2以上
が同一の大規模法人に所有されている法人

・発行済株式(自己株式等を除く)の2/3以上が
複数の大規模法人に所有されている法人

ⅱ　資本または出資を有しない法人のうち常時
使用する従業員の数が1,000人以下の法人

大 規 模 法
人
(中小企業
投 資 育 成
株 式 会 社
等を除く)

・期末資本金の額等が1億円を超え
る法人

・資本または出資を有しない法人
のうち常時使用する従業員の数が
1,000人超の法人

・大法人(資本金の額等が5億円以上
の法人、相互会社・外国相互会社
のうち常時使用する従業員の数が
1,000人超の法人および受託法人)
との間にその大法人による完全支
配関係がある法人

・完全支配関係がある複数の大法人
に発行済株式等の全部を直接また
は間接に保有されている法人

指定
事業

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、
卸売業、小売業等の一定の事業
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と
さ
れ
て
い
る（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

施
行
規
則
16
、
中
小
企
業
庁「
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
に
基
づ
く
支
援
措
置
活
用
の

手
引
き(

令
和
２
年
度
税
制
改
正
対
応
版)

」

(

令
和
２
年
６
月
16
日
版) 

７
頁
）。

な
お
、
本
税
制
の
適
用
を
受
け
る
た
め

の
手
続
も
重
要
で
あ
る
。
適
切
に
措
置
を

受
け
る
た
め
に
も
図
表
５
に
記
載
し
た
手

続
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

消
費
税
に
関
す
る
チ
ェッ
ク

項
目

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
お
よ
び

そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響

（
以
下
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
の
影
響
」と
い
う
）を
受
け
て
い
る
事
業

者
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の(

特

例
対
象
事
業
者)

に
つ
い
て
は
、
次
の
⑴

消
費
税
の
課
税
選
択
の
変
更
に
係
る
特
例

お
よ
び
⑵
納
税
義
務
の
免
除
制
限
を
解
除

す
る
特
例
の
措
置
が
な
さ
れ
た
。

⑴　
消
費
税
の
課
税
選
択
の
変
更
に

係
る
特
例　

【
ポ
イ
ン
ト
】

・
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

で
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

影
響
に
よ
り
売
上
が
前
年
同
期
に
比
し

て
お
お
む
ね
50
％
以
上
減
少
し
て
い
る

場
合
に
は
、そ
の
課
税
期
間
か
ら
の
課
税

事
業
者
の
選
択(

ま
た
は
選
択
を
や
め
る

こ
と)

が
可
能
と
さ
れ
た
。

・
こ
の
特
例
に
よ
り
課
税
事
業
者
を
選
択

す
る(

ま
た
は
選
択
を
や
め
る)

と
き
は
、

一
定
の
特
例
承
認
申
請
書
等
の
提
出
が

必
要
で
あ
る
。

参
照
条
文
：
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
10
①
～
③
、

⑦
～
⑩
、同
施
行
令
７
、同
施
行
規
則
５

●
ポ
イ
ン
ト
解
説

特
例
対
象
事
業
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
、
特
定
課

税
期
間（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等

の
影
響
に
よ
り
事
業
と
し
て
の
収
入
の
著

し
い
減
少
が
あ
っ
た
期
間
内
の
日
を
含
む

課
税
期
間
）以
後
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
課

税
事
業
者
の
選
択
を
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
た
場
合
で
、
所
轄
税
務
署
長
の
承
認

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
が
提
出

し
た
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
は
、
そ
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
課
税
期
間
の
初

日
の
前
日
に
税
務
署
長
に
提
出
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

課
税
期
間
の
開
始
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

課
税
期
間
か
ら
の
課
税
事
業
者
の
選
択
が

可
能
と
な
る
。
な
お
、
本
特
例
に
よ
り
課

税
事
業
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
翌
課
税

（図表5）　適用手続（C類型)

（出所）　中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和2年度税制改正対応版)」(令和2年6月16日版) ８頁を一部加工

C類型の要件確認

協議・指導等

協議・指導等

③確認書発行申請
（①投資計画および
②事前確認書を添付）

④確認書発行

⑧税務申告 ⑦設備取得

①投資計画案
の確認依頼 ⑤計画申請

②事前確認書
発行

⑥計画認定

経済産業省

所轄の税務署

所轄の経済産業局

中小企業者等認定経営革新等支援機関 主務大臣（担当省庁）
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期
間
か
ら
で
も
課
税
事
業
者
の
選
択
を
取

り
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
例
対
象
事
業
者
と
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
、

２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
２
０
２
１
年

１
月
31
日
ま
で
の
間
の
う
ち
一
定
期
間
の

収
入
が
前
年
同
期
に
比
し
て
お
お
む
ね

50
％
以
上
減
少
し
て
い
る
事
業
者
を
い
う

（
⑵
に
お
い
て
同
じ
）。
こ
の
収
入
減
少
が

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

と
因
果
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
て
お

り
、
具
体
的
に
は
、
事
業
者
や
従
業
員
等

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
こ
と
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
ま
た
は
外
出

等
の
自
粛
要
請
、
賃
料
の
支
払
猶
予
要
請

等
の
各
種
措
置
に
よ
る
影
響
が
挙
げ
ら
れ

る（
国
税
庁
消
費
税
室「
新
型
コ
ロ
ナ
税
特

法
に
係
る
消
費
税
の
特
例
に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ
」(

令
和
２
年
４
月)

（
以
下
、「
消
費
税

の
特
例
Ｑ
＆
Ａ
」と
い
う
）問
３
）。

ま
た
、
特
例
対
象
事
業
者
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り

特
定
課
税
期
間
以
後
の
課
税
期
間
に
つ
い

て
課
税
事
業
者
の
選
択
を
や
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
た
場
合
で
、
所
轄
税
務
署
長

の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
者

が
提
出
し
た
課
税
事
業
者
選
択
不
適
用
届

出
書
は
、
そ
の
適
用
を
や
め
よ
う
と
す
る

課
税
期
間
の
初
日
の
前
日
に
税
務
署
長
に

提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
適
用
を
や
め
よ
う
と
す
る

課
税
期
間
の
開
始
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

課
税
期
間
か
ら
免
税
事
業
者
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
、
選
択
に
よ
り
課
税
事

業
者
と
な
っ
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
に
開
始
し
た
各
課
税
期
間
中
に

調
整
対
象
固
定
資
産
の
仕
入
れ
等
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
仕
入

れ
等
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
初
日
以

後
３
年
間
は
免
税
事
業
者
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
が
、
本
特
例
に
よ
る
選
択
の
場

合
に
は
こ
の
継
続
要
件
も
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
の
特
例
に
よ
り
課
税
事
業
者
を
選
択

す
る(
ま
た
は
選
択
を
や
め
る)

と
き
は
、

通
常
の
課
税
事
業
者
選
択（
不
適
用
）届
出

書
の
他
に「
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
第
10
条

第
１
項（
第
３
項
）の
規
定
に
基
づ
く
消
費

税
課
税
事
業
者
選
択（
不
適
用
）届
出
に
係

る
特
例
承
認
申
請
書
」を
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に

よ
り
事
業
と
し
て
の
収
入
の
著
し
い
減
少

が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
」を

添
付
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

消
費
税
の
特
例
Ｑ
＆
Ａ
問
９
に
は
、
具

体
例
と
し
て「
例
え
ば
、
損
益
計
算
書
、

月
次
試
算
表
、
売
上
帳
、
現
金
出
納
帳
、

預
金
通
帳
の
写
し
な
ど
で
、
令
和
２
年
２

月
１
日
か
ら
令
和
３
年
１
月
31
日
ま
で
の

間
の
う
ち
任
意
の
連
続
す
る
１
か
月
以
上

の
期
間(

調
査
期
間)

と
、
そ
の
調
査
期
間

の
直
前
１
年
間
に
お
け
る
調
査
期
間
に
対

応
す
る
期
間
の
事
業
と
し
て
の
収
入
の
金

額
が
確
認
で
き
る
書
類
」が
示
さ
れ
て
い

る
。
図
表
６
に
申
請
手
続
を
ま
と
め
た
の

で
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
事
情
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら

れ
た
と
き
は
申
請
が
却
下
さ
れ
る
。
ま
た
、

承
認
ま
た
は
却
下
の
処
分
が
行
わ
れ
る
と

き
は
、
原
則
と
し
て
書
面
に
よ
り
そ
の
旨

が
通
知
さ
れ
る
が
、
申
請
書
の
提
出
が
そ

の
申
請
に
係
る
特
定
課
税
期
間
の
末
日
ま

で
に
さ
れ
た
場
合
で
、
そ
の
特
定
課
税
期

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
に
承
認
ま
た
は
却
下
の
処
分
が

な
か
っ
た
と
き
は
、そ
の
日
に
承
認
が
あ
っ

（図表6）　承認申請手続（課税選択の変更に係る特例)
申請書・確認書類 申請期限

課税事
業者の
選択

・「新型コロナ税特法第10
条 第1項(第3項)の 規 定
に基づく消費税課税事
業者選択(不適用)届出
に係る特例承認申請書」

・「消費税課税事業者選択
届出書」

・事業としての収入の著し
い減少があったことを確
認できる書類

特定課税期間の末日の翌日から2カ月(その特定課税期
間が個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間
の場合は3カ月)を経過する日(＊1)

課税事
業者の
選択の
不適用

・上記「特例承認申請書」
・「消費税課税事業者選択

不適用届出書」
・事業としての収入の著し

い減少があったことを確
認できる書類

・特定課税期間から課税事
業者の選択の適用をやめ
る場合

・特定課税期間の末日が、
課税事業者選択届出書
の提出により課税事業者
となった課税期間の初日
以後2年を経過する日(2
年経過日)以後に到来し、
その特定課税期間の翌課
税期間以後の課税期間か
ら課税事業者の選択の適
用をやめる場合

特定課税期間に係る確定申
告書の提出期限(＊2)

・上記以外の場合 以下のうちいずれか早い日
・2年経過日の属する課税期

間の末日
・課税事業者の選択の適用

をやめようとする課税期間
の末日

（＊1）　国通法11(災害等による期限の延長)の適用により、申請期限を延長することができる
（＊2）　国通法11(災害等による期限の延長)の適用により、確定申告書の提出期限が延長されている場合には、その延長

された期限

実務解説
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た
と
み
な
さ
れ
る（
⑵
に
お
い
て
同
様
）。

⑵　
納
税
義
務
の
免
除
制
限
を
解
除

す
る
特
例

【
ポ
イ
ン
ト
】

・調
整
対
象
固
定
資
産
ま
た
は
、高
額
特
定

資
産
の
仕
入
れ
等
を
行
っ
た
こ
と
、高
額

特
定
資
産
に
つ
い
て
棚
卸
資
産
の
調
整

に
よ
る
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

た
こ
と
に
よ
り
、納
税
義
務
の
免
除
を
受

け
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
特
例
対

象
事
業
者
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
等
の
影
響
に
よ
り
、納
税
義
務
の

免
除
制
限
を
受
け
な
い
こ
と
が
必
要
と

な
っ
た
と
き
は
、所
轄
税
務
署
長
の
承
認

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
免
税
事
業
者
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
。

・こ
れ
ら
の
特
例
に
よ
り
、免
税
事
業
者
に

な
ろ
う
と
す
る
と
き
は一定
の
不
適
用
承

認
申
請
書
等
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

参
照
条
文：
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
10
④
～

⑩
、同
施
行
令
７
、同
施
行
規
則
５

●
ポ
イ
ン
ト
解
説

①　

新
設
法
人
等
が
基
準
期
間
の
な
い

各
課
税
期
間
中
に
調
整
対
象
固
定
資

産
を
取
得
し
た
場
合
の
納
税
義
務
の

免
除
制
限
の
解
除

新
設
法
人（
基
準
期
間
が
な
い
法
人
で
、

そ
の
事
業
年
度
開
始
の
日
の
資
本
金
の
額

等
が
１
、０
０
０
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
）

ま
た
は
特
定
新
規
設
立
法
人（
基
準
期
間

が
な
く
、
そ
の
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お

け
る
資
本
金
額
が
１
、０
０
０
万
円
未
満

の
法
人
の
う
ち
、
そ
の
開
始
の
日
に
お
い

て
他
の
者
に
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ど
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
）が
、
基
準
期

間
の
な
い
課
税
期
間
中
に
調
整
対
象
固
定

資
産
を
取
得
し
、
原
則
課
税
で
申
告
を
行

う
場
合
に
は
原
則
と
し
て
そ
の
取
得
し
た

課
税
期
間
の
初
日
以
後
３
年
間
は
納
税
義

務
が
免
除
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
等
の
影
響
に
よ
り
、
特
定
課
税
期
間
以

後
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
納
税
義
務
の
免

除
制
限
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
税
務
署

長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
本
特
例
に

よ
り
、
そ
の
特
定
課
税
期
間
以
後
の
課
税

期
間
に
つ
い
て
は
免
税
事
業
者
に
な
る
こ

と
が
で
き
る（
た
だ
し
、
基
準
期
間
が
な

い
課
税
期
間
は
免
税
事
業
者
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
い
）。

②　

高
額
特
定
資
産
の
仕
入
れ
等
を

行
っ
た
場
合
の
納
税
義
務
の
免
除
制

限
の
解
除

高
額
特
定
資
産（
棚
卸
資
産
お
よ
び
調
整

対
象
固
定
資
産
の
う
ち
、
一
の
取
引
単
位
に

係
る
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
税
抜
対
価
の

額
が
１
、０
０
０
万
円
以
上
の
も
の
）の
仕

入
れ
等
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
つ
い
て

原
則
課
税
で
申
告
を
行
う
場
合
に
は
、
原

則
と
し
て
そ
の
課
税
期
間
の
初
日
以
後
３

年
間
は
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
①
と
同
様
の
理
由
に
基
づ
き

所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
本
特
例
に
よ
り
特
定
課
税
期
間
以
後

の
課
税
期
間（
高
額
特
定
資
産
の
仕
入
れ

等
を
行
っ
た
場
合
の
納
税
義
務
の
免
除
の

制
限
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
課
税
事
業
者

と
な
る
課
税
期
間
に
限
る
）に
つ
い
て
は

免
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

③　

高
額
特
定
資
産
等
に
つ
い
て
棚
卸

資
産
の
調
整
措
置
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
納
税
義
務
の

免
除
制
限
の
解
除

高
額
特
定
資
産
に
つ
い
て
棚
卸
資
産
の

調
整
に
よ
る
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受

け
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の

適
用
を
受
け
た
課
税
期
間
の
初
日
以
後

３
年
間
は
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
な
い

（
２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
新
設

さ
れ
た
）。

し
か
し
、
①
と
同
様
の
理
由
に
基
づ
き

所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
本
特
例
に
よ
り
特
定
課
税
期
間
以
後

の
課
税
期
間（
高
額
特
定
資
産
等
に
係
る

棚
卸
資
産
の
調
整
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
の
納
税
義
務
の
免
除
制
限
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
課
税
事
業
者
と
な
る
課
税

期
間
に
限
る
）に
つ
い
て
は
、
免
税
事
業

者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

④　

①
〜
③
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る

た
め
の
手
続

こ
れ
ら
の
特
例
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は「
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
第
10
条
第
４

項
か
ら
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
納
税
義

務
の
免
除
の
特
例
不
適
用
承
認
申
請
書
」

を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
必
要
が
あ

る
と
と
も
に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
等
の
影
響
に
よ
り
事
業
と
し
て
の
収

入
の
著
し
い
減
少
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
」を
添
付
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
添
付
す
べ
き
書
類
と

は
⑴
の
場
合
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
図

表
７
に
申
請
手
続
を
ま
と
め
た
の
で
参
照

さ
れ
た
い
。

納
税
猶
予
に
関
す
る

チ
ェ
ッ
ク
項
目

災
害
等
に
よ
り
財
産
に
損
失
を
受
け
た

等
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
納
税
を
一

定
期
間
猶
予
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
納
税
の
猶
予
の
規
定
は
国
税
通

則
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
税
特
法
に
よ
り
納
税
猶
予
の
特
例
が
創

設
さ
れ
た
。
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⑴　
災
害
に
よ
り
相
当
な
損
失
を
受

け
た
場
合
の
納
税
の
猶
予（
国
通

法
46
①
）

こ
の
規
定
は
、
災
害
等
に
よ
り
納
税
者

の
財
産
に
つ
い
て
相
当
な
損
失（
納
税
者

の
全
積
極
財
産
の
お
お
む
ね
20
％
以
上

（
国
通
通
46
条
関
係
2
））を
受
け
た
こ
と

を
要
件
と
し
て
い
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
て
適
用
さ
れ

る
場
面
は
限
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
図
表
8
に
概
要
を
記
載

す
る
に
と
ど
め
る
。
こ
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
災
害
の
や
ん
だ
日
か
ら
２

カ
月
以
内
に「
納
税
の
猶
予
申
請
書
」を
所

轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　
納
税
の
猶
予
の
特
例

【
ポ
イ
ン
ト
】	

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
よ
っ
て
売
上
が
前
年
同
期
に
比
し
て
お

お
む
ね
20
％
以
上
減
少
し
て
お
り
、納
税

を一
時
に
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
は
、１
年
間
の
納
税
の
猶
予
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る（
個
人
法
人
の
区
別
な
く
、

ま
た
規
模
に
関
係
な
く
適
用
で
き
る
）。

・こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

「
納
税
の
猶
予
申
請
書（
特
例
猶
予
用
）」

等
を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
必
要

が
あ
る
。

参
照
条
文：
新
型
コ
ロ
ナ
税
特
法
３
、同
施

行
令
２

●
ポ
イ
ン
ト
解
説

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

響
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
２
月
１
日
以
後

に
事
業
に
つ
い
て
相
当
な
収
入
の
減
少
が

あ
っ
た
こ
と
等
の
事
実
が
あ
り
、
か
つ
、

２
０
２
１
年
１
月
31
日
ま
で
に
納
付
す
べ

き
国
税
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
一
時
に
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
納
税
の
猶
予
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る（
図
表
9
）。

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要

件
の
１
つ
と
し
て
収
入
の
減
少
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
と
因
果

関
係
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
て
お
り
、
こ

れ
は「
消
費
税
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
項
目
」

⑴
と
同
様
で
あ
る（
国
税
庁
徴
収
課「
国
税

の
納
税
の
猶
予
制
度
Ｆ
Ａ
Ｑ
」令
和
２
年

４
月
30
日（
令
和
２
年
５
月
29
日
一
部
更

新
）（
以
下
、「
納
税
の
猶
予
Ｆ
Ａ
Ｑ
」と
い

う
）問
22
に
お
い
て
、
具
体
例
と
し
て「
消

費
税
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
項
目
」⑴
と
同

様
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
）。

ま
た
、「
納
税
者
の
事
業
に
つ
き
相
当

な
収
入
の
減
少
が
あ
っ
た
こ
と
」と
は
、

２
０
２
０
年
２
月
１
日
か
ら
納
期
限
ま
で

の
間
の
う
ち
一
定
期
間
の
収
入
が
前
年
同

期
に
比
し
て
お
お
む
ね
20
％
以
上
減
少
し

て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る（
納
税
の
猶

予
Ｆ
Ａ
Ｑ
問
24
。
問
25
に
お
い
て
は
収
入

の
減
少
が
20
％
に
満
た
な
い
場
合
で
も
、

今
後
、
さ
ら
に
減
少
率
の
上
昇
が
見
込
ま

れ
る
と
き
な
ど
は
、
こ
れ
を
勘
案
し
て
総

合
的
に
判
断
す
る
た
め
、所
轄
税
務
署(

徴

収
担
当)

に
相
談
し
て
ほ
し
い
旨
が
示
さ

れ
て
い
る
）。

ま
た
、「
全
部
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
」と
は
、
納
付
す
べ
き
国
税
を
納

付
す
る
資
金
が
な
い
こ
と
、
ま
た
は
資
金

を
事
業
の
継
続
の
た
め
に
必
要
な
少
な
く

と
も
今
後
６
カ
月
間
の
運
転
資
金
等
の
費

用（
以
下
、「
運
転
資
金
等
」と
い
う
）に
充

て
た
場
合
に
国
税
を
納
付
す
る
資
金
が
な

い
こ
と
を
い
い
、「
一
部
を
一
時
に
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
」と
は
、
納
付
す
べ
き
国

（図表8）　国税通則法46条1項による納税の猶予

事由
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類
する災害により、納税者がその財産につき相
当な損失を受けた場合

対象税目

その損失を受けた日以後1年以内に納付すべ
き次に掲げる国税

①

災害がやんだ日以前に課税期間の満了し
た所得税または法人税や災害がやんだ日
以前に取得した財産に係る相続税または
贈与税で、納期限がその損失を受けた日
以後に到来するもののうち、猶予申請の
日以前に納付すべき税額の確定したもの

②
災害がやんだ日の属する月の末日以前に
支払われた給与等の源泉所得税等で法
定納期限がまだ到来していないもの

③

災害がやんだ日以前に課税期間が経過し
た消費税で、納期限が損失を受けた日以
後に到来するもののうち、猶予申請の日
以前に納付すべき税額の確定したもの

④
予定納税に係る所得税ならびに中間申告
に係る法人税・地方法人税および消費
税

猶予期間 損失等の程度により、原則として納期限から
1年以内の期間

担保の提供 不要

延滞税 免除(猶予期間に対応する部分)

（図表7）　承認申請手続（納税義務の免除制限を解除する特例）

申請書・確認書類 申請期限

・「新型コロナ税特法第
10条第4項から第6項
の規定に基づく納税
義務の免除の特例不
適用承認申請書」

・新型コロナウイルス感
染症等の影響により
事業としての収入の著
しい減少があったこと
を確認できる書類

以下のうちいずれか遅い日
・特定課税期間の確定申告書の提出

期限（＊）

・基準期間がない事業年度のうち最
後の事業年度終了の日（②の場合は

「高額特定資産の仕入等の日の属
する課税期間の末日」、③の場合は

「高額特定資産等に係る棚卸資産
の調整措置の適用を受けることと
なった日の属する課税期間の末日」
と読み替える）

（＊）　国通法11(災害等による期限の延長)の適用により、確定申告書の提出期限
が延長されている場合には、その延長された期限

実務解説
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税
の
全
額
を
納
付
す
る
資
金
が
な
い
こ

と
、
ま
た
は
資
金
を
運
転
資
金
等
に
充
て

た
場
合
に
国
税
の
全
額
を
納
付
す
る
資
金

が
な
い
こ
と
を
い
う
。

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、「
納
税
の
猶
予
申
請
書（
特
例
猶
予

用
）」を
申
請
期
限
ま
で
に
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
申
請

書
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等

の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の
減
少
等
の
事

実
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
お
よ
び
財
産

目
録
等
の
添
付
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
納
税
の
猶
予
Ｆ
Ａ
Ｑ
問

48
に
お
い
て「
本
年
と
昨
年
の
収
支
状
況
が

記
載
さ
れ
た
元
帳
や
売
上
帳
な
ど
の
帳
簿

(

会
計
ソ
フ
ト
か
ら
出
力
し
た
収
支
状
況
が

記
載
さ
れ
た
書
類(

例: 

試
算
表)

で
も
可)

」、

「
手
元
資
金
の
有
り
高
が
分
か
る
現
金
出

納
帳
や
預
金
通
帳
」と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目

そ
の
他
企
業
に
関
連
の
あ
る
税
制
上
の

措
置
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　
消
費
貸
借
契
約
書
に
係
る
印
紙

税
の
非
課
税

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

響
に
よ
り
経
営
が
悪
化
し
た
事
業
者
等
に

対
す
る
一
定
の
貸
付
に
係
る
消
費
貸
借
契

約
書
で
２
０
２
１
年
１
月
31
日
ま
で
に
作

成
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
印
紙
税
が

非
課
税
と
な
る
。

⑵　
中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償

却
資
産
お
よ
び
事
業
用
家
屋
に
係

る
固
定
資
産
税
等
の
軽
減
措
置

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影

響
に
よ
り
中
小
事
業
者
等
の
事
業
収
入
が

一
定
割
合
減
少
し
た
場
合
に
は
、
一
定
の

要
件
の
も
と
に
事
業
用
家
屋
、
お
よ
び
償

却
資
産
に
係
る
２
０
２
１
年
度
分
の
固
定

資
産
税
、
ま
た
は
都
市
計
画
税
の
課
税
標

準
が
軽
減
さ
れ
る
。

⑶　
生
産
性
革
命
の
実
現
に
向
け
た

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
の
拡

充
・
延
長

中
小
事
業
者
等
が
、一
定
の
期
間
内
に
、

認
定
を
受
け
た「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」

に
従
っ
て
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
機
械

装
置
等
な
ら
び
に
家
屋
お
よ
び
構
築
物
を

取
得
し
た
場
合
に
は
、
３
年
間
固
定
資
産

税
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
が
拡
充
さ
れ
、
生

産
性
向
上
特
別
措
置
法
の
改
正
を
前
提

に
、
適
用
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
る
と

と
も
に
、
対
象
設
備
に
事
業
用
家
屋
と
構

築
物
が
追
加
さ
れ
た
。

（図表9）　納税の猶予の特例

要件

納税者(個人・法人)が以下のいずれにも該当する場合には、国通法46条
1項(災害による納税の猶予)に規定する震災、風水害、落雷、火災その他
これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場
合に該当するものとみなして、納税の猶予が認められる

①
新型コロナウイルス感染症等の影響により、2020年2月1日以後に納
税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する
事実があること

② その納税者が特定日(2021年1月31日)までに納付すべき国税の全部ま
たは一部を一時に納付することが困難であると認められること

対象税目 ほぼすべての国税　(印紙で納付する印紙税等は除く)

猶予金額

納付することが困難な金額としてAの額からBの金額（0円に満たない場合
は0円）を控除した金額
A.　納付すべき国税の額
B.　納税者が有する現金、預貯金等の価額－事業の継続のために必要な今
後6カ月間の運転資金の額（＊）（納税者が法人の場合）

（＊）　事業継続のため必要な臨時支出の見込金額を含めてもよい

猶予期間 1年以内の期間で納税者が申請した期間
担保の提供 不要

延滞税 全額免除

申請期限

納期限(申告納期限が延長された場合には延長後の期限)までに申請が必要
（税務署長がやむを得ない理由があると認める場合には、納期限後にされ
た申請も認められる）
なお、2020年7月1日前に納付すべき国税である場合には、2020年6月30
日までは納期限後においても申請することができる（税務署長がやむを得な
い理由があると認める場合には、2020年7月1日以後にされた申請も認め
られる）

【適用時期】　2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する国税について適用 (施行日(2020年4
月30日)前に納期限が到来している国税(すでに納期限が過ぎている未納の国税で、他の猶予を受けているものを
含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる)

実務解説


